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【 条 例 】 

 

和歌山市個人情報保護条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和４年３月１０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第２号 

   和歌山市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

 和歌山市個人情報保護条例（平成１２年条例第１２７号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第３号中「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５９号）第２条

第１項」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第２条第９項」に改め、同条第９号中「

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第２条第２項」を「個人情報の保護に関する法律第１

６条第１項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（令和４年３月１０日掲示済）  

 

和歌山市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和４年３月１０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第３号 

和歌山市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 和歌山市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第４号）の一部を次のように改正する。 



           和歌山市公報（号外第５号）  令和４年（２０２２年）３月１０日 

 

－3－ 

  第２条第４号ア（ア）を削り、同号ア（イ）中「特定職に引き続き」を「引き続いて任命権者を同じくする職

（以下「特定職」という。）に」に改め、同号ア（イ）を同号ア（ア）とし、同号ア（ウ）を同号ア（イ）とす

る。 

 第２４条第２号中「次のいずれにも該当する」を「勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で

定める」に改め、同号ア及びイを削る。 

 第２８条を第３０条とし、第２７条の次に次の２条を加える。 

（妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等） 

第２８条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその

他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせると

ともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければなら

ない。 

２ 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けるこ

とがないようにしなければならない。 

（勤務環境の整備に関する措置） 

第２９条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなけれ

ばならない。 

（１）職員に対する育児休業に係る研修の実施 

（２）育児休業に関する相談体制の整備 

（３）その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（令和４年３月１０日掲示済）  

 

和歌山市こども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和４年３月１０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第４号 

和歌山市こども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例 

 和歌山市こども医療費の支給に関する条例（昭和４８年条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第２項中「次の各号のいずれかに該当する者」を「生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）その他法

令により対象子どもの医療に要する費用の全部につき給付を受けることができる者」に改め、同項各号を削る。 

   附 則 

１ この条例は、令和４年８月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第３条第２項の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係るこども医療費

の支給について適用し、同日前に受けた医療に係るこども医療費の支給については、なお従前の例による。 

（令和４年３月１０日掲示済）  

 

和歌山市企業立地促進条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和４年３月１０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第５号 

和歌山市企業立地促進条例の一部を改正する条例 

和歌山市企業立地促進条例（平成１２年条例第１０６号）の一部を次のように改正する。 

 附則第２項中「令和４年３月３１日」を「令和７年３月３１日」に改める。 

 附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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 （令和４年３月１０日掲示済）  

 

和歌山市立体育館条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和４年３月１０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第６号 

和歌山市立体育館条例の一部を改正する条例 

 和歌山市立体育館条例（昭和４５年条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

 別表第４附属設備器具の部中 

「 

 

                                            」 

「 

 

                                             に改める。 

 

                                            」 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（令和４年３月１０日掲示済）  

 

和歌山市都市公園条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和４年３月１０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第７号 

和歌山市都市公園条例の一部を改正する条例 

和歌山市都市公園条例（昭和３３年条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

第１６条の３中「及び四季の郷公園」を「、四季の郷公園及びつつじが丘総合公園」に改める。 

 第１６条の４に次の１項を加える。 

４ つつじが丘総合公園の指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。ただし、市長に専属する権利及び

この条例において市長に留保されている権利を行うことはできない。 

（１）つつじが丘総合公園の使用の許可その他つつじが丘総合公園の管理運営に関する業務 

（２）つつじが丘総合公園の維持管理に関する業務 

別表第１庭球場及び運動広場の項を次のように改める。 

庭球場 中之島公園及びつつじが丘中央公

園 

１月１日から１２月３１

日まで 

７時から１９時まで 

和歌山城公園 ９時から１９時まで 

運動広場 西庄公園、高津公園、紀の川第２

緑地、紀の川第３緑地、紀の川第

４緑地、紀の川第５緑地、紀の川

第７緑地、紀の川第８緑地、雄湊

公園、和歌山城公園及び満屋広場 

６時から１９時まで 

中之島公園 １月４日から１２月２８

日まで 

６時から２１時３０分まで

（夜間照明施設の使用は１

７時から２１時３０分まで

） 

組立てステージ 

（河南総合体育館） 

１脚 １回 １２０円 

 

組立てステージ 

（河南総合体育館） 

１脚 １回 １２０円 

冷暖房設備 

（市民体育館） 

１時間（１時間未満の場合は、１時間

とする。） 

４，４００円 

 

を 
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 １２月２９日から翌年の

１月３日まで 

６時から１９時まで 

別表第２の４有料施設の使用料（その１）の運動広場の項中「１，３８０円」を「１，３８０円（中之島公園

における１７時から２１時３０分までの使用については、２，０７０円）」に改める。 

別表第２の６有料施設の使用者が附属設備を使用する場合の使用料の表運動広場の項を次のように改める。 

運動広場 夜間照明施設 ３時間までであるとき。 ６，０８０円 

３時間を超えて４時間３０分まで

であるとき。 

９，１２０円 

附 則 

１ この条例は、公布の日から起算して４年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、

別表第１の改正規定及び別表第２の改正規定は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、和歌山市公の

施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成２４年条例第４号）の規定の例により行うことがで

きる。 

（令和４年３月１０日掲示済）  

 

和歌山市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和４年３月１０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第８号 

和歌山市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例 

 和歌山市中央卸売市場業務条例（昭和４９年条例第７号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２卸売業者市場使用料の項から加工所使用料の項までを次のように改める。 

卸売業者市場使用料 青果部 取扱高と平均

取扱高が同額

となる場合又

は取扱高が平

均取扱高を下

回る場合 

取扱高の１，０００分の３に相当する額にその１０

パーセントに相当する額を加えた額及び卸売場面積

１平方メートルにつき月額１２６円 

取扱高が平均

取扱高を上回

る場合 

差額取扱高の１，０００分の２に相当する額と平均

取扱高の１，０００分の３に相当する額との合計額

にその１０パーセントに相当する額を加えた額及び

卸売場面積１平方メートルにつき月額１２６円 

水産物部 取扱高と平均

取扱高が同額

となる場合又

は取扱高が平

均取扱高を下

回る場合 

取扱高の１，０００分の３に相当する額にその１０

パーセントに相当する額を加えた額及び卸売場面積

１平方メートルにつき月額４８６円 

取扱高が平均

取扱高を上回

る場合 

差額取扱高の１，０００分の２に相当する額と平均

取扱高の１，０００分の３に相当する額との合計額

にその１０パーセントに相当する額を加えた額及び

卸売場面積１平方メートルにつき月額４８６円 

低温売場使用料 青果部 使用面積 １平方メートルにつき月額 ７０９円 

荷さばき場使用料 使用面積 １平方メートルにつき月額 ２９６円 

詰所使用料 使用面積 １平方メートルにつき月額 ２９６円 
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仲卸業者市場使用料 青果部 取扱高と平均

取扱高が同額

となる場合又

は取扱高が平

均取扱高を下

回る場合 

取扱高の１，０００分の３に相当する額にその１０

パーセントに相当する額を加えた額及び仲卸売場面

積１平方メートルにつき月額１，２５９円 

取扱高が平均

取扱高を上回

る場合 

差額取扱高の１，０００分の２に相当する額と平均

取扱高の１，０００分の３に相当する額との合計額

にその１０パーセントに相当する額を加えた額及び

仲卸売場面積１平方メートルにつき月額１，２５９

円 

 水産物部 取扱高と平均

取扱高が同額

となる場合又

は取扱高が平

均取扱高を下

回る場合 

取扱高の１，０００分の３に相当する額にその１０

パーセントに相当する額を加えた額及び仲卸売場面

積１平方メートルにつき月額１，９６４円 

  取扱高が平均

取扱高を上回

る場合 

差額取扱高の１，０００分の２に相当する額と平均

取扱高の１，０００分の３に相当する額との合計額

にその１０パーセントに相当する額を加えた額及び

仲卸売場面積１平方メートルにつき月額１，９６４

円 

総合食品センター事業者市場使用料 使用面積 １平方メートルにつき月額 １，８４４

円 

事務所使用料 青果部 使用面積 １平方メートルにつき月額 ９０７円 

水産物部 使用面積 １平方メートルにつき月額 １，４１４

円 

倉庫使用料 使用面積 １平方メートルにつき月額 ４８９円 

保冷倉庫使用料 使用面積 １平方メートルにつき月額 ７６２円 

買荷保管所使用料 青果部 使用面積 １平方メートルにつき月額 １，１６０

円 

買荷保管積込所使用料 水産物部 使用面積 １平方メートルにつき月額 １，８０９

円 

加工所使用料 青果部 使用面積 １平方メートルにつき月額 ６６０円 

水産物部 使用面積 １平方メートルにつき月額 １，０２９

円 

附 則 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の別表第２卸売業者市場使用料の項から加工所使用料の項までの規定は、この条例の

施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例によ

る。 

（令和４年３月１０日掲示済）  

 

行政財産の使用許可に関する使用料条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和４年３月１０日 
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 和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第９号 

行政財産の使用許可に関する使用料条例の一部を改正する条例 

行政財産の使用許可に関する使用料条例（昭和３９年条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

別表２土地以外のものを使用する場合の使用料の表備考３中「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調

達に関する特別措置法」を「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（令和４年３月１０日掲示済）  

 

和歌山市旧四箇郷保育所大規模修繕等基金条例を公布する。 

令和４年３月１０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第１０号 

和歌山市旧四箇郷保育所大規模修繕等基金条例 

（設置） 

第１条 旧四箇郷保育所が、天災、地変その他の不可抗力、建物構造の重大な欠陥等により、使用することがで

きなくなった場合に実施する大規模修繕等に要する経費の財源に充てるため、和歌山市旧四箇郷保育所大規模

修繕等基金（以下「基金」という。）を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、前条の目的に対し寄附された寄附金及び第４条に規定する運用益金の額と

する。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、基金に繰り入れるものとする。 

（処分） 

第５条 基金は、第１条の目的を達成するための必要な経費に充てる場合に限り、処分することができる。 

（繰替運用） 

第６条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属す

る現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

 （委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（令和４年３月１０日掲示済）  

 

和歌山市消防団設置等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和４年３月１０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第１１号 

和歌山市消防団設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 和歌山市消防団設置等に関する条例（昭和３９年条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項中「除く。」の次に「第１０条第２項及び第１３条において同じ。」を加え、同項第１号中「居

住」の次に「し、本市の区域内に存する事務所若しくは事業所に勤務し、又は本市の区域内に存する学校に在学

」を加え、同条第２項を次のように改める。 
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 ２ 機能別消防団員は、本市に居住し、本市の区域内に存する事務所若しくは事業所に勤務し、又は本市の区域

内に存する学校に在学する者であって、次の各号のいずれかに該当するもので機能別消防団員に必要な知識経

験を有すると消防団長が認めるもののうちから任命する。 

（１）消防吏員であったことがある者 

（２）消防団員であったことがある者 

（３）１８歳以上の者 

 第４条の次に次の１条を加える。 

 （休団） 

第４条の２ 長期間にわたって消防団活動に従事することができない消防団員（消防団長を除く。以下この条に

おいて同じ。）は、３年を超えない範囲内で、消防団活動の休止（以下「休団」という。）をすることができ

る。 

２ 消防団員が休団をしようとするとき又は休団をしている消防団員が消防団活動を再開しようとするときは、

あらかじめ文書により消防団長に願い出て、その承認を得なければならない。この場合において、消防団長は、

あらかじめ市長の承認を得なければならない。 

３ 休団をしている消防団員には、休団の期間中、報酬を支給しない。 

４ 休団をしている消防団員については、第１０条、第１２条及び第１３条の規定は、適用しない。 

 第５条第１項第２号中「第１５条第１項の表」を「第１５条第２項の表」に改める。 

第１０条第２項中「（機能別消防団員を除く。第１３条において同じ。）」を削り、「水火災その他の災害」

を「災害（水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。）」に改める。 

 第１５条第１項を次のように改める。 

  消防団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。 

 第１５条中第２項を第４項とし、第１項の次に次の２項を加える。 

２ 消防団員の年額報酬の額及び費用弁償は、次の区分による。 

区分 年額報酬額 費用弁償区分 

団長 ６７，０００円 ９級 

副団長 ５０，０００円 ８級 

分団長 ３９，０００円 ７級 

副分団長 ３３，０００円 ５級 

部長 ２４，０００円 ３級 

班長 ２３，０００円 ２級 

団員 ２２，０００円 １級 

機能別消防団員 １５，０００円 ３級（第３号機能別消防団員に

あっては、１級） 

３ 消防団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合における出動報酬の額は、次の区分による。 

区分 出動報酬額 

災害及び警戒の場合 出動に係る服務に従事した時間

（以下「出動時間」という。）

が２時間以下のとき 

２，０００円 

出動時間が２時間を超え６時間

以下のとき 

２，０００円に１時間（１時間未満の端

数があるときは、これを１時間に切り上

げる。）ごとに１，０００円を加算した

額 

出動時間が６時間を超えるとき ６，０００円に６時間（６時間未満の端

数があるときは、これを６時間に切り上

げる。）ごとに２，０００円を加算した

額 
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訓練、警備、広報、演奏

等の場合 

出動時間が６時間以下のとき ２，０００円 

出動時間が６時間を超えるとき ２，０００円に６時間（６時間未満の端

数があるときは、これを６時間に切り上

げる。）ごとに２，０００円を加算した

額 

附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（令和４年３月１０日掲示済）  

 

和歌山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和４年３月１０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第１２号 

和歌山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 和歌山市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第２項ただし書を削る。 

   附 則 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際、現に担保に供されている傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺族補償を受

ける権利は、この条例の施行の日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。 

（令和４年３月１０日掲示済）  

 

和歌山市手数料条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和４年３月１０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第１３号 

和歌山市手数料条例の一部を改正する条例 

 和歌山市手数料条例（平成１２年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 第３２条の２第７号ウ中「１１０，０００円」を「９８，０００円」に改め、同条第９号中「１７，０００円

」を「１５，０００円」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第３２条の２の規定は、この条例の施行の日以後にされる申請に係る手数料につい

て適用し、同日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。 

（令和４年３月１０日掲示済）  

 

和歌山市国民健康保険条例の一部を改正する条例を公布する。 

令和４年３月１０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市条例第１４号 

和歌山市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 和歌山市国民健康保険条例（昭和３４年条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

 第７条の３中「第１５条」の次に「及び第１５条の２の２」を加え、同条第１号ウ中「第８１条の２第４項」

を「第８１条の２第５項」に改め、同号エ中「第８１条の２第９項第２号」を「第８１条の２第１０項第２号」

に改め、同条第２号エ中「第７２条の３第１項」の次に「及び第７２条の３の２第１項」を加える。 

 第１１条の６中「６３０，０００円」を「６５０，０００円」に改める。 
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  第１１条の６の２中「第１５条」の次に「及び第１５条の２の２」を加え、同条第２号イ中「第７２条の３第

１項」の次に「及び第７２条の３の２第１項」を加える。 

 第１１条の６の１０中「１９０，０００円」を「２００，０００円」に改める。 

第１５条の見出し中「保険料」を「低所得者の保険料」に改め、同条第１項中「６３０，０００円」を「６５

０，０００円」に改め、同条第４項中「６３０，０００円」を「６５０，０００円」に、「１９０，０００円」

を「２００，０００円」に改め、同条第５項中「６３０，０００円」を「６５０，０００円」に改める。 

 第１５条の２の２を第１５条の２の３とし、第１５条の２の次に次の１条を加える。 

 （未就学児の被保険者均等割額の減額） 

第１５条の２の２ 当該年度において、その世帯に６歳に達する日以後の最初の３月３１日以前である被保険者

（以下「未就学児」という。）がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均

等割額は、第１１条又は第１１条の５の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料額から、当該保険料額に、それ

ぞれ、１０分の５を乗じて得た額（第１１条第２項の規定により端数の切上げを行つた後の額とする。）を控

除して得た額とする（第４項に掲げる場合を除く。）。 

２ 第１１条第３項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第１１条第３項

中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第１項中「基礎

賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第１１条又は第１１条の５」とあるのは「第１１条

の６の５又は第１１条の６の８」と、「第１１条第２項」とあるのは「第１１条の６の５第２項」と、第２項

中「第１１条第３項」とあるのは「第１１条の６の５第３項」と読み替えるものとする。 

４ 当該年度において、第１５条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学

児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第１号に掲げる額

から第２号に掲げる額を控除して得た額とする。 

（１）第１１条又は第１１条の５の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料額から、当該保険料額に第１５条第１

項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額（第１１条第２項の規定に

より端数の切上げを行つた後の額とする。）を控除して得た額 

（２）前号に掲げる額に、それぞれ、１０分の５を乗じて得た額（第１１条第２項の規定により端数の切上げを

行つた後の額とする。） 

５ 第１１条第３項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第１１条第３項

中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。 

６ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第４項中「基礎

賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第１１条又は第１１条の５」とあるのは「第１１条

の６の５又は第１１条の６の８」と、「第１１条第２項」とあるのは「第１１条の６の５第２項」と、第５項

中「第１１条第３項」とあるのは「第１１条の６の５第３項」と読み替えるものとする。 

   附 則 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第７条の３（同条第１号及び第２号に係る部分を除く。）、第１１条の６、第１１

条の６の２（同条第２号に係る部分を除く。）、第１１条の６の１０、第１５条及び第１５条の２の２の規定

は、令和４年度以後の年度分の保険料について適用し、令和３年度分までの保険料については、なお従前の例

による。 

（令和４年３月１０日掲示済）  

 

【 規 則 】 

 

和歌山市立つつじが丘テニスコート条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を公布する。 

令和４年３月８日 
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 和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第８号 

   和歌山市立つつじが丘テニスコート条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則 

 和歌山市立つつじが丘テニスコート条例の一部を改正する条例（令和３年条例第１０号）の施行期日は、令和

４年３月１４日とする。 

（令和４年３月８日掲示済）  

 

和歌山市企業立地促進条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和４年３月１０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第９号 

   和歌山市企業立地促進条例施行規則の一部を改正する規則 

 和歌山市企業立地促進条例施行規則（平成２９年規則第３２号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第２項中「令和４年２月２８日」を「令和７年２月２８日」に改める。 

附則第４項中「令和４年３月３１日」を「令和７年３月３１日」に改める。 

   附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正後の和歌山市企業立地促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後にされる指

定の申請について適用し、同日前にされた指定の申請については、なお従前の例による。 

（令和４年３月１０日掲示済）  

 

和歌山市こども医療費の支給に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和４年３月１０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第１０号 

   和歌山市こども医療費の支給に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 和歌山市こども医療費の支給に関する条例施行規則（昭和４８年規則第２２号）の一部を次のように改正する。 

 第２条を次のように改める。 

第２条 削除 

第２条の２を削る。 

 第３条第１項第２号中「保護者の」を「６歳に達する日以後最初の３月３１日までの間にある対象子どもの保

護者にあっては、」に改める。 

 別記様式第１号中 

「                「 

 

                を                に改める。 

 

               」                」 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和４年８月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の和歌山市こども医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、令和４年８月１日以

後に受ける医療に係るこども医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係るこども医療費の支給に

ついては、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の別記様式第１号による用紙は、当分の間、これを

同 意 欄 

必ずチェックをお願いします 

同 意 欄 

次の対象子どもが未就学児の場合

は、必ずチェックをお願いします。 
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 取り繕って使用することができる。 

 （和歌山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用

及び特定個人情報の提供に関する条例別表の規則で定める事務、情報等を定める規則の一部改正） 

４ 和歌山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用

及び特定個人情報の提供に関する条例別表の規則で定める事務、情報等を定める規則（平成２７年規則第１０

９号）の一部を次のように改正する。 

  第１条第１号イ中「対象子ども」の次に「のうち、６歳に達する日以後最初の３月３１日までの間にあるも

の」を加える。 

（令和４年３月１０日掲示済）  

 

和歌山市職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和４年３月１０日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第１１号 

   和歌山市職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則 

 和歌山市職員の育児休業等に関する規則（平成４年規則第１３号）の一部を次のように改正する。 

 第１条の２中「第２条第４号ア（ウ）」を「第２条第４号ア（イ）」に改める。 

 第１９条の２中「第２４条第２号イ」を「第２４条第２号」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

（令和４年３月１０日掲示済）  

 

和歌山市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和４年３月１０日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第１２号 

和歌山市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 

 和歌山市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成６年規則第７０号）の一部を次のように改

正する。 

 第１５条第１項第１号を削り、同項第２号中「特定職」を「任命権者を同じくする職」に改め、同号を同項第

１号とし、同項第３号を同項第２号とする。 

 第１６条第１項中「次の各号のいずれにも該当する要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護」を

「会計年度任用職員（勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して市長が定める会計年度任用職員に限る。

）が要介護者の介護」に改め、同項各号を削る。 

   附 則 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

（令和４年３月１０日掲示済）  

 

【 告 示 】 

 

和歌山市告示第７８号 

 和歌山市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成２４年条例第４号）第７条第１項の規

定により指定管理者を指定したので、同条第２項の規定により告示する。 

  令和４年３月３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    
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公の施設の名称 指定管理者 指定期間 

和歌山市立有吉佐和子記念館 まちづくり紀ノ川 令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 

（令和４年３月３日掲示済）  

 

和歌山市告示第７９号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、和歌山市道の路線を次のように認定する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供す

る。 

  令和４年３月４日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

整理番号 路線名 
起点 

終点 
備考 

１８－１９４ 野崎１９４号線 
和歌山市福島 

和歌山市福島 

 

１８－１９５ 野崎１９５号線 
和歌山市福島 

和歌山市福島 

 

１８－１９６ 野崎１９６号線 
和歌山市福島 

和歌山市福島 

 

１８－１９７ 野崎１９７号線 
和歌山市福島 

和歌山市福島 

 

２２－１２９ 藤戸台１２９号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－１３０ 藤戸台１３０号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市栄谷 

 

２２－１３１ 藤戸台１３１号線 
和歌山市栄谷 

和歌山市中 

 

２５－１５８ 岡埼１５８号線 
和歌山市神前 

和歌山市神前 

 

２６－３２２ 西脇３２２号線 
和歌山市西庄 

和歌山市西庄 

 

２６－３２３ 西脇３２３号線 
和歌山市西庄 

和歌山市西庄 

 

２６－３２４ 西脇３２４号線 
和歌山市西庄 

和歌山市西庄 

 

２６－３２５ 西脇３２５号線 
和歌山市西庄 

和歌山市西庄 

 

２６－３２６ 西脇３２６号線 
和歌山市西庄 

和歌山市西庄 

 

２６－３２７ 西脇３２７号線 
和歌山市西庄 

和歌山市西庄 

 

２６－３２８ 西脇３２８号線 
和歌山市西庄 

和歌山市西庄 

 

２６－３２９ 西脇３２９号線 
和歌山市西庄 

和歌山市西庄 

 

２６－３３０ 西脇３３０号線 和歌山市西庄  
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   和歌山市西庄  

２６－３３１ 西脇３３１号線 
和歌山市西庄 

和歌山市西庄 

 

２６－３３２ 西脇３３２号線 
和歌山市西庄 

和歌山市西庄 

 

３０－１３６ 東山東１３６号線 
和歌山市平尾 

和歌山市平尾 

 

３４－２０８ 小倉２０８号線 
和歌山市新庄 

和歌山市新庄 

 

３７－２２０ 紀伊２２０号線 
和歌山市北野 

和歌山市北野 

 

３７－２２１ 紀伊２２１号線 
和歌山市弘西 

和歌山市弘西 

 

４１－２１９ 名草２１９号線 
和歌山市内原 

和歌山市内原 

 

４１－２２０ 名草２２０号線 
和歌山市毛見 

和歌山市布引 

 

４１－２２１ 名草２２１号線 
和歌山市布引 

和歌山市布引 

 

（令和４年３月４日掲示済）  

 

和歌山市告示第８０号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように決定し、令和４年３月

４日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供す

る。 

令和４年３月４日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

整理番号 路線名 
起点 

終点 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

１８－１９４ 野崎１９４号線 

和歌山市福島２３２番８地先 

～ 

和歌山市福島２３２番１５地先 

６９．６ ６．００ 

１８－１９５ 野崎１９５号線 

和歌山市福島２１２番２地先 

～ 

和歌山市福島２１２番６地先 

５０．０ ６．２０ 

１８－１９６ 野崎１９６号線 

和歌山市福島２７９番１９地先 

～ 

和歌山市福島２１２番２地先 

１０４．５ 

６．００ 

～  

６．２０ 

１８－１９７ 野崎１９７号線 

和歌山市福島２７９番９地先 

～ 

和歌山市福島２７９番１６地先 

６４．２ ６．００ 

２２－１２９ 藤戸台１２９号線 

和歌山市栄谷９７４番２１５地先 

～ 

和歌山市栄谷９７４番２１５地先 

１４．５ ８．００ 

  和歌山市栄谷９７６番１００地先   
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 ２２－１３０ 藤戸台１３０号線 ～ 

和歌山市栄谷９７４番１００地先 

１５．０ ８．００ 

２２－１３１ 藤戸台１３１号線 

和歌山市栄谷９７６番７７地先 

～ 

和歌山市中６００番２０地先 

２３２．０ １２．００ 

２５－１５８ 岡崎１５８号線 

和歌山市神前１０９番９地先 

～ 

和歌山市神前１１９番３地先 

１０３．７ ６．００ 

２６－３２２ 西脇３２２号線 

和歌山市西庄１８９番６地先 

～ 

和歌山市西庄１８９番１４地先 

１１８．９ ６．００ 

２６－３２３ 西脇３２３号線 

和歌山市西庄５０７番６地先 

～ 

和歌山市西庄５０７番６地先 

２０．９ ６．００ 

２６－３２４ 西脇３２４号線 

和歌山市西庄５０７番３地先 

～ 

和歌山市西庄５０７番３地先 

２３．３ ６．００ 

２６－３２５ 西脇３２５号線 

和歌山市西庄５０７番６地先 

～ 

和歌山市西庄５０７番３地先 

６４．１ ６．００ 

２６－３２６ 西脇３２６号線 

和歌山市西庄５０９番２８地先 

～ 

和歌山市西庄５０７番１地先 

３２４．５ 

５．００ 

～  

６．１０ 

２６－３２７ 西脇３２７号線 

和歌山市西庄５１８番４地先 

～ 

和歌山市西庄５０９番８地先 

６１．３ ６．００ 

２６－３２８ 西脇３２８号線 

和歌山市西庄５１８番２０地先 

～ 

和歌山市西庄５１８番２６地先 

５５．９ ６．００ 

２６－３２９ 西脇３２９号線 

和歌山市西庄５１８番１７地先 

～ 

和歌山市西庄５１９番８地先 

８６．２ ６．００ 

２６－３３０ 西脇３３０号線 

和歌山市西庄５０９番３２地先 

～ 

和歌山市西庄５１９番９地先 

５９．５ 

６．００ 

～  

６．３０ 

２６－３３１ 西脇３３１号線 

和歌山市西庄５９６番１地先 

～ 

和歌山市西庄５１８番１５地先 

１０２．６ ６．３０ 

２６－３３２ 西脇３３２号線 

和歌山市西庄１８９番６地先 

～ 

和歌山市西庄１８９番１４地先 

２４．３ ５．００ 

３４－２０８ 小倉２０８号線 

和歌山市新庄７７番３地先 

～ 

和歌山市新庄７６番８地先 

５０．６ ６．００ 

３７－２２０ 紀伊２２０号線 

和歌山市北野４７９番１地先 

～ ３０．５ 

４．５０ 

～  
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   和歌山市北野４７９番２地先  ７．００ 

３７－２２１ 紀伊２２１号線 

和歌山市弘西８８７番７地先 

～ 

和歌山市弘西８９１番７地先 

３３．６ ６．００ 

４１－２１９ 名草２１９号線 

和歌山市内原９４１番３８地先 

～ 

和歌山市内原９４１番２９地先 

２４．３ ５．００ 

４１－２２０ 名草２２０号線 

和歌山市毛見１０２７番１１地先 

～ 

和歌山市布引８４６番１８地先 

２１．２ ６．００ 

４１－２２１ 名草２２１号線 

和歌山市布引８４６番１地先 

～ 

和歌山市布引８５０番４地先 

１５６．３ ６．００ 

（令和４年３月４日掲示済）  

 

和歌山市告示第８１号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規定に基づき、和歌山市道の路線を次のように変更す

る。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供す

る。 

  令和４年３月４日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

整理番号 
旧新

別 
路線名 

起点 

終点 
備考 

２６－３０４ 

旧 西脇３０４号線 
和歌山市西庄１８７番５地先 

和歌山市西庄１８７番６０地先 
 

新 西脇３０４号線 
和歌山市西庄１９０番２８地先 

和歌山市西庄１８７番６０地先 
起点の変更 

３７－５５ 

旧 紀伊５５号線 
和歌山市北野４４２番２９地先 

和歌山市北野４７９番２地先 
 

新 紀伊５５号線 
和歌山市北野４４２番２９地先 

和歌山市北野１９６番１地先 
終点の変更 

（令和４年３月４日掲示済）  

 

和歌山市告示第８２号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令和４年３月

４日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供す

る。 

  令和４年３月４日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

整理番号 
旧新

別 
路線名 

起点                   

終点 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

２６－３０４ 
旧 西脇３０４号線 

和歌山市西庄１８７番５地先 

和歌山市西庄１８７番６０地先 
８７．０ ６．００ 

新 西脇３０４号線 和歌山市西庄１９０番２８地先 １０３．２ ６．００ 
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    和歌山市西庄１８７番６０地先   

（令和４年３月４日掲示済）  

 

和歌山市告示第８３号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条第２項の規定に基づき、放置禁

止区域内に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和４年３月８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自転車等放置禁止区域 令和４年２月１９日及び同月２８日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転車等放置禁止区域 令和４年２月２４日 

南海和歌山市駅前周辺自転車等放置禁止区域 令和４年２月２２日 

南海和歌山大学前駅周辺自転車等放置禁止区域 令和４年２月２２日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 

  所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）印鑑 

（４）費用 

自転車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並び

に１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

  和歌山市都市建設局都市計画部まちなみ景観課 電話 ４３５－１０８２ 

（令和４年３月８日掲示済）  

 

和歌山市告示第８４号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条の２第２項の規定に基づき、放

置禁止区域外に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和４年３月８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    
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 １ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

和歌山市内一円市道上、無料駐輪場、美園公園

及び長町公園 

令和４年２月１７日、同月２１日、同月２２日、同月

２４日及び同月２５日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条の２第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 

  所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）印鑑 

（４）費用 

自転車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並び

に１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

和歌山市都市建設局都市計画部まちなみ景観課 電話 ４３５－１０８２ 

（令和４年３月８日掲示済）  

 

和歌山市告示第８５号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第１０条第３項の規定に基づき、利用

者又は所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、同条第４項の規定により告示する。 

令和４年３月８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 処分理由 

  移動し、保管した旨を告示した日から起算して９０日を経過したが、引取りがないため 

２ 処分年月日 

  令和４年３月９日 

３ 処分自転車等の放置されていた場所、移動し、保管した年月日及び移動し、保管した旨を告示した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 
移動し、保管した旨を告

示した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自転車

等放置禁止区域 

令和３年１１月１２日 令和３年１１月２４日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転車等 令和３年１１月１０日 令和３年１１月２４日 
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 放置禁止区域   

南海和歌山市駅前周辺自転車等

放置禁止区域 

令和３年１１月５日 令和３年１１月２４日 

和歌山市内一円市道上、無料駐

輪場及び東公園 

令和３年１１月１日、同月４日、同月５

日、同月８日、同月９日及び同月１５日 

令和３年１１月２４日 

４ 処分自転車等の保管場所 

  名称 紀和駅前自転車等保管所 

  所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電話 ４２２－４１００ 

（令和４年３月８日掲示済）  

 

和歌山市告示第８６号 

  令和４年３月９日市議会定例会において議決された令和４年度当初予算の要領を、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２１９条第２項の規定により、別添のとおり公表する。 

    令和４年３月１０日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

（令和４年３月１０日掲示済）  

 

【 公 告 】 

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

  令和４年３月７日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市朝日字蟹田４１３番１、水路 和歌山市和田８０番地１ 

社会福祉法人芳春会 

理事長 丸山芳則 

（令和４年３月７日掲示済）  

 

【 選挙管理委員会告示 】 

 

和歌山市選挙管理委員会告示第８号 

 和歌山市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  令和４年３月８日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長  大 西 勉 己    

１ 日時 令和４年３月１６日（水）午前１０時００分 

２ 場所 和歌山市西汀丁３６番地 

和歌山商工会議所１階選挙管理委員会室 

３ 案件 

（１）選挙人名簿から抹消するについて 

（２）和歌山市長選挙における投票所入場券の様式を定めるについて 

（３）和歌山市長選挙における投票用紙の様式を定めるについて 
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 （令和４年３月８日掲示済）  

 

【 教 育 委 員 会 規 則 】 

 

和歌山市立小学校、中学校及び義務教育学校の施設の開放に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和４年３月４日 

和歌山市教育委員会    

教育長  阿 形 博 司    

和歌山市教育委員会規則第１号 

   和歌山市立小学校、中学校及び義務教育学校の施設の開放に関する規則の一部を改正する規則 

 和歌山市立小学校、中学校及び義務教育学校の施設の開放に関する規則（昭和５０年教育委員会規則第５号）

の一部を次のように改正する。 

 第１条の見出しを「（趣旨）」に改め、同条中「学校施設を」を「学校施設（運動場、屋内運動場その他のス

ポーツ施設に限る。以下同じ。）を」に、「定めをすることを目的」を「事項を定めるもの」に改める。 

 第２条を次のように改める。 

 （学校施設の開放） 

第２条 学校施設の開放を利用しようとする者は、当該学校施設の開放を行う学校（以下「開放学校」という。

）の校長の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可を受けることができる者は、次に掲げる全ての要件を満たす団体として和歌山市教育委員会（以

下「教育委員会」という。）の登録を受けたものとする。 

（１）次に掲げるいずれかの者が主たる構成員であること。 

ア 許可に係る開放学校の通学区域（当該通学区域を含む区域であって、教育委員会が適当と認める区域を

含む。以下この項において単に「通学区域」という。）内に住所を有する者。 

イ 通学区域内に存する学校に在学する者 

ウ 通学区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

（２）団体の代表者が、通学区域内に住所を有する成人であること。ただし、前号ウに掲げる者のみが組織する

団体の代表者にあっては、成人であることをもって足りる。 

（３）成人の管理責任者及び事務担当者を置いていること。 

（４）社会体育の向上を意図する団体であること。 

３ 前項の規定にかかわらず、総合型地域スポーツクラブ及び和歌山市スポーツ少年団に加盟しているスポーツ

少年団（これらのうち教育委員会の登録を受けたものに限る。）は、第１項の許可を受けることができる。 

 第４条を削る。 

 第３条中「に伴う」を「の」に改め、同条を第４条とし、第２条の次に次の１条を加える。 

 （夜間照明設備の使用を伴う学校施設の開放） 

第３条 前条第１項の規定にかかわらず、夜間照明設備の使用を伴う学校施設の開放を利用しようとする者は、

教育委員会の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可を受けることができる者は、本市の区域内に住所を有し、本市の区域内に存する学校に在学し、

又は本市の区域内に存する事務所若しくは事業所に勤務する成人である者が許可に係る学校施設の使用の責任

者に就いている団体で、社会体育の向上を意図するものとする。 

 第５条を次のように改める。 

 （営利を目的とした利用の禁止） 

第５条 何人も、営利を目的として学校施設の開放を利用することができない。 

 第６条中「きそん若しくは」を「棄損し、又は」に改める。 

 第７条中「教育委員会が」を削る。 

   附 則 
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  この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

（令和４年３月４日掲示済）  

 

和歌山市教育委員会職員の勤務時間等の特例に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和４年３月４日 

                                   和歌山市教育委員会 

教育長  阿 形 博 司    

和歌山市教育委員会規則第２号 

   和歌山市教育委員会職員の勤務時間等の特例に関する規則の一部を改正する規則 

 和歌山市教育委員会職員の勤務時間等の特例に関する規則（平成６年教育委員会規則第６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表南コミュニティセンターの項の前に次のように加える。 

生涯学習

課 

所属長が指定

する職員 

休憩時間

を除き、

１週間に

つき３８

時間４５

分 

通常 午前８時３０

分 

午後５時１５

分 

勤務時間中

に１時間と

し、時限は

所属長が定

める。 

日曜日及び

土曜日 

区分の指定

は所属長が

行う。 遅出 午後０時３０

分 

午後９時１５

分 

附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

（令和４年３月４日掲示済）  

 

和歌山市立子ども支援センター条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和４年３月４日 

                                   和歌山市教育委員会 

教育長  阿 形 博 司    

和歌山市教育委員会規則第３号 

和歌山市立子ども支援センター条例施行規則の一部を改正する規則 

 和歌山市立子ども支援センター条例施行規則（平成１４年教育委員会規則第１８号）の一部を次のように改正

する。 

 第５条第３項中「次のとおり」を「午前９時から午後５時まで」に改め、同項各号を削る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

 （和歌山市教育委員会職員の勤務時間等の特例に関する規則の一部改正） 

２ 和歌山市教育委員会職員の勤務時間等の特例に関する規則（平成６年教育委員会規則第６号）の一部を次の

ように改正する。 

  別表子ども支援センターの項を次のように改める。 

子ども支

援センタ

ー 

全職員 休憩時間を

除き、１週

間につき３

８時間４５

分 

 午前８時３０

分 

午後５時１５

分 

勤務時間中に

１時間とし、

その時限は所

属長が定め

る。 

日曜日

及び土

曜日 

 

（令和４年３月４日掲示済）  

 

和歌山市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 
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   令和４年３月４日 

                                   和歌山市教育委員会 

教育長  阿 形 博 司    

和歌山市教育委員会規則第４号 

和歌山市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則の一部を改正する規則 

 和歌山市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則（平成２９年教育委員会規則第１６号）の一部

を次のように改正する。 

 第１条中「第４７条の６第１項の規定に基づき、和歌山市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が設置

する」を「第４７条の５第１項に規定する」に改める。 

 第２条中「教育委員会」を「和歌山市教育委員会（以下「教育委員会」という。）」に改める。 

 第３条第２項中「第４７条の６第２項第１号」を「第４７条の５第２項第１号」に改める。 

 第４条第１項中「第４７条の６第４項」を「第４７条の５第４項」に改め、同条第２項中「第４７条の６第４

項」を「第４７条の５第４項」に改める。 

 第５条第１項中「第４７条の６第６項」を「第４７条の５第６項」に改め、同条第２項中「第４７条の６第７

項」を「第４７条の５第７項」に改める。 

第７条第２項中「第４７条の６第２項第４号」を「第４７条の５第２項第４号」に改め、同条第４項中「第４

７条の６第２項」を「第４７条の５第２項」に改める。 

別記様式第２号中「印」を削る。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

（令和４年３月４日掲示済）  

 

和歌山市立学校管理規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和４年３月４日 

                                   和歌山市教育委員会 

教育長  阿 形 博 司    

和歌山市教育委員会規則第５号 

   和歌山市立学校管理規則の一部を改正する規則 

 和歌山市立学校管理規則（昭和３３年教育委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

 附則中第２項から第４項までを削り、附則第１項の項番号を削る。 

 別表第２和歌山市立西脇幼稚園の項中「６０」を「３０」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

（令和４年３月４日掲示済）  

 

【 教 育 委 員 会 告 示 】 

 

和歌山市教育委員会告示第４号 

 和歌山市教育委員会臨時会を次のとおり開催することとし、招集したので告示する。 

令和４年３月８日 

                                   和歌山市教育委員会     

                                   教育長  阿 形 博 司    

１ 日時 令和４年３月１０日（木） 午後６時００分から 

２ 場所 和歌山市七番丁２３番地 

     和歌山市役所１１階 教育委員室 
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 ３ 事案 

（１）２月定例市議会について 

（２）和歌山市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正について 

（３）和歌山市教育委員会会議傍聴人規則の一部改正について 

（４）和歌山市民図書館条例施行規則の一部改正について 

（５）人事案件について 

（６）人事案件について 

（７）その他 

（令和４年３月８日掲示済）  

 

【 農 業 委 員 会 公 告 】 

 

和歌山市農業委員会総会を次のとおり招集する。 

  令和４年３月８日 

和歌山市農業委員会 

会長  谷 河  績    

１ 開催日時 

  令和４年３月１１日 １３時００分 

２ 開催場所 

  和歌山市勤労者総合センター６階文化ホール 

３ 審議案件 

（１）和歌山市遊休農地解消対策事業に伴う遊休農地の証明願について 

（２）農地法第３条の規定による許可申請について 

（３）農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

（４）農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

（５）農用地利用集積計画について 

（６）非農地通知について 

（令和４年３月８日掲示済）  

  

【 企 業 局 告 示 】 

 

和歌山市企業局告示第６号 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の３の２項の規定により和歌山市企業局指定給水装置工事事業

者として指定の更新がされた者を、和歌山市水道事業給水条例施行規程（平成１０年水道局規程第２号）第２７

条第２号の規定により告示する。 

令和４年３月９日 

 和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

事業者 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日 登録番号 

和歌山市布施屋４３３番地の２ 

泰平水道設備 

代表者 河野泰大 

泰平水道設備 和歌山市布施屋

４３３番地の２ 

令和４年９

月３０日 

第４１０  

号 

和歌山市杭ノ瀬１１４番地の８ 

有限会社栄起創建 

代表取締役 藤本みどり 

有限会社栄起創建 和歌山市杭ノ瀬

１１４番地の８ 

令和４年９

月３０日 

第４１７  

号 
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和歌山市岩橋８５９番地 

小谷設備 

代表者 小谷宜史 

小谷設備 和歌山市岩橋８

５９番地 

令和４年９

月３０日 

第４０７  

号 

和歌山市北中島１丁目９番４４号 

サカウエ水道設備設計 

代表者 坂上宗子 

サカウエ水道設備設

計 

和歌山市北中島

１丁目９番４４

号 

令和４年９

月３０日 

第４０８  

号 

（令和４年３月９日掲示済）  


